
記記入入例例

※記入要領に従い、楷楷書書ででははっっききりりとと記入してください。

支部 組　合　員　番　号

退退　　職職　　届届　　書書11 00 11 22 33 44 55 66 77 〔共済組合提出用〕

公立学校共済組合理事長
殿 届届出出日日　　　　令令和和　　８８    年年　　３３  月月　　３３１１  日日

退 職 者

フリガナ ｺｺｳｳﾘﾘﾂﾂ ・ ﾀﾀﾛﾛｳｳ
生 年
月 日

元号 年

太太郎郎
昭・平
  令

月 日 性　別

氏　名
(氏) (名)

33 99 00 男・女
公公立立 ・

退   職
年 月 日

元号 年

77 00 88

障害状態の有無

有　・　無

・

氏　名
(氏) (名)

フリガナ

・

氏名
訂正欄

旧姓
・

改姓年月
日

旧姓 改姓年月日 基礎年金番号

11 赤赤城城 昭・平
  令 2１ 年10 月10 日 99 4400 88 00 33 33

月 日

55 00 - 11 22 33 44 55 66令和

所　属
機関名
職　名

所　属　機　関　名 職　　　名 待機者番号（前歴あり） 種別 証書番号

　　群群馬馬県県立立福福利利高高等等学学校校 　　　　　　教教  諭諭　　

33 77 00

退職者

の

住所等

住所 群群馬馬県県 前前橋橋市市
郵　便　番　号

77 11 88 55

上欄住所
のつづき

町　名
番地等 大大手手町町１１－－１１－－１１

電　話　番　号 　　　　　　　　　　００２２７７－－２２３３１１－－１１１１１１１１

住所等
訂正欄

フリガナ

都・道
府・県住所

市・郡
区(東京都)

町・村
区(指定都市)郵　便　番　号

上欄住所
のつづき

フリガナ

町　名
番地等

電　話　番　号 －　　　　　　－　　　　 市外局番から記入してください。

退職者
の

配偶者

配偶者の有無
配偶者の
生年月日

元号 年 月 日 配偶者を扶養していますか

無・有
昭・平
  令

33 77 00 44 22 55 している・していない

退職届書の記載事項は、事実と相違ないものと認めます。

令令和和  ８８  年年    ３３  月月３３１１日日

所属機関名
及び職名

 氏　名

共済組合記入欄（任意）

重複期間
退年・減退
の受給権

みなし25年
の退共権

退  職  事  由
義　務
非義務

所属
区分

職 名
給  付
制  限

一　時　金　支　給　額

有・無 有　・　無 有　・　無 普通 ・ 定年 ・ 勧奨 ・ 失職 義 ・ 非 有 ・ 無
種

一　時　金　額
受　給　日

別 元号 年 月 日

退職年月日
退  職  事  由

義　務
非義務

所属
区分

職 名
給  付
制  限

円

元号 年 月 日

銭

昭和

退職②
昭和
平成

普通 ・ 定年 ・ 勧奨 ・ 失職 義 ・ 非 有 ・ 無 昭和

退職③
昭和
平成

普通 ・ 定年 ・ 勧奨 ・ 失職 義 ・ 非 昭和有 ・ 無

退職④
昭和
平成

有 ・ 無普通 ・ 定年 ・ 勧奨 ・ 失職

普通 ・ 定年 ・ 勧奨 ・ 失職 義 ・ 非退職⑤
昭和
平成

群群馬馬県県立立福福利利高高等等学学校校

校校長長　　年年金金  花花子子

義 ・ 非

有 ・ 無

昭和

審　　　　査 作成者

支部受付
印 本部受付印

｢有｣の場合は
記入して下さい。

退退職職日日

必必ずずどどちちららかかにに
○○をを付付けけるる

電電話話番番号号をを必必ずず記記入入

公公印印不不要要

押押印印不不要要

配配偶偶者者「「有有」」のの者者はは、、「「有有」」にに
○○、、右右側側のの配配偶偶者者生生年年月月日日とと
扶扶養養有有無無もも記記入入

退退職職日日以以降降のの日日
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退退職職手手当当関関係係  
１１  提提出出書書類類  

  下記により作成し提出してください。 

区分 記入上の注意事項 

(１)退職手当支給申請書 

  （支給規則様式第２号） 

（関係様式集 P144） 

○ 令和７年度の定年は 62 歳（労務職は 63 歳）となっているの

で、60 歳超定年前退職者の退職理由は普通退職となります。 

○ 退職時の給料月額は、60 歳超職員は７割措置後の実際の支

給額を記入してください。 

金融機関口座振込依頼書 

  （財務規則第８２条） 

（関係様式集 P144 下段） 

○ 給料の振込口座をおすすめします。 

○ 各金融機関の普通預金口座のみ指定できます。 

○ 本人が必ず確認してください。 

○ 口座名義とフリガナを忘れずに記入してください。 

○ 記載事項に誤りのないよう注意してください。 
(２)履歴書 

  （支給規則様式第３号） 

（関係様式集 P145） 

○ 人事管理システムより出力して提出してください。 

 臨時的任用者については、別記様式第３号を使用してくだ

さい。「学校職員の人事記録取扱要領」で定める人事記録（様

式４）にも代えることができます。 

○ 履歴書に記載がなければ、手書きで追記してください。 

  ①休職を延長した場合、または新たに休職した場合 

  ②特別支援学級担当者の発令事項に変更があった場合 

 ③給与改定 

  ④定年退職：令和 8年 3 月 31 日  定年により本職を免ずる 

  定年退職以外：令和8年3月31日 願いにより本職を免ずる 

  年度途中退職：令和○年○月○日 願いにより本職を免ずる 

 ※①～④共通：発令機関「群馬県教育委員会」記載 

○ 人事記録の内容証明は下記のとおり記載してください。 

  （原本証明ではありません。） 

  上記のとおり相違ないことを証明する 

令和☆年☆月☆日 

  群馬県立○○○学校長□□□□   職印  ←県立学校 

  （△△教育委員会教育長◇◇◇◇）      ←市町村立学校 

(３)令和８年分 退職所得の受給に 

関する申告書・退職所得申告書 

（関係様式集 P147、148） 

○ 退職所得の所得税及び住民税を源泉徴収するために必要な 

 書類です。 

○ Ｂ欄以下は記載不要です。 
(４)本人の子であること及び子の

生年月日がわかる書類 

（該当者のみ） 

○ 平成４年４月１日以降に育児休業を取得した者（平成４年３

月 31 日以前から取得し、平成４年４月１日以降にかかる育児

休業を含む）は、1/3除算となる期間を確認するために必要です。 

 ･子と同居している場合･･･住民票（続柄あり）（コピー可） 

 ･子と別居している場合･･･戸籍抄本または謄本（コピー可） 

･本人の被扶養者である場合･･･組合員被扶養者証または資格

確認書のコピー 

退

職

手

当 
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退職手当関係 

 

１ 提出書類････････････････････････････････････････････････････････････････････１１１ 

 

 ２ 退職手当支給率早見表（概略）････････････････････････････････････････････････１１２ 

 

 ３ 勤続期間の計算･･････････････････････････････････････････････････････････････１１３ 

 

 ４ 基礎給料月額と退職手当額の計算･･････････････････････････････････････････････１１３ 

 

 ５ 退職手当の調整額････････････････････････････････････････････････････････････１１３ 

 

 ６ 定年前早期退職者に対する特例････････････････････････････････････････････････１１４ 

 

 ７ 退職手当に係る税金･･････････････････････････････････････････････････････････１１４ 

 （１）退職所得控除額（抜粋） 

 （２）所得税・住民税額の求め方 

 （３）退職後に届く納税通知書 

 

 ８ 退職手当の口座振込が可能な金融機関･･････････････････････････････････････････１１５ 

 

 ９ 退職手当口座振込依頼書記入時の注意･･････････････････････････････････････････１１５ 

 

 

  記記入入例例   

 退職手当支給申請書･･････････････････････････････････････････････････････････････１１６ 

  退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書（在職期間６年以上）････････････････１１７ 

  退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書（在職期間５年以下）････････････････１１８ 

 

 

 関関係係様様式式集集  

 退職手当支給申請書･･････････････････････････････････････････････････････････････１４４ 

 履歴書･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････１４５ 

 退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書････････････････････････････････････１４７ 

  





記記入入例例

※記入要領に従い、楷楷書書ででははっっききりりとと記入してください。

支部 組　合　員　番　号

退退　　職職　　届届　　書書11 00 11 22 33 44 55 66 77 〔共済組合提出用〕

公立学校共済組合理事長
殿 届届出出日日　　　　令令和和　　８８    年年　　３３  月月　　３３１１  日日

退 職 者

フリガナ ｺｺｳｳﾘﾘﾂﾂ ・ ﾀﾀﾛﾛｳｳ
生 年
月 日

元号 年

太太郎郎
昭・平
  令

月 日 性　別

氏　名
(氏) (名)

33 99 00 男・女
公公立立 ・

退   職
年 月 日

元号 年

77 00 88

障害状態の有無

有　・　無

・

氏　名
(氏) (名)

フリガナ

・

氏名
訂正欄

旧姓
・

改姓年月
日

旧姓 改姓年月日 基礎年金番号

11 赤赤城城 昭・平
  令 2１ 年10 月10 日 99 4400 88 00 33 33

月 日

55 00 - 11 22 33 44 55 66令和

所　属
機関名
職　名

所　属　機　関　名 職　　　名 待機者番号（前歴あり） 種別 証書番号

　　群群馬馬県県立立福福利利高高等等学学校校 　　　　　　教教  諭諭　　

33 77 00

退職者

の

住所等

住所 群群馬馬県県 前前橋橋市市
郵　便　番　号

77 11 88 55

上欄住所
のつづき

町　名
番地等 大大手手町町１１－－１１－－１１

電　話　番　号 　　　　　　　　　　００２２７７－－２２３３１１－－１１１１１１１１

住所等
訂正欄

フリガナ

都・道
府・県住所

市・郡
区(東京都)

町・村
区(指定都市)郵　便　番　号

上欄住所
のつづき

フリガナ

町　名
番地等

電　話　番　号 －　　　　　　－　　　　 市外局番から記入してください。

退職者
の

配偶者

配偶者の有無
配偶者の
生年月日

元号 年 月 日 配偶者を扶養していますか

無・有
昭・平
  令

33 77 00 44 22 55 している・していない

退職届書の記載事項は、事実と相違ないものと認めます。

令令和和  ８８  年年    ３３  月月３３１１日日

所属機関名
及び職名

 氏　名

共済組合記入欄（任意）

重複期間
退年・減退
の受給権

みなし25年
の退共権

退  職  事  由
義　務
非義務

所属
区分

職 名
給  付
制  限

一　時　金　支　給　額

有・無 有　・　無 有　・　無 普通 ・ 定年 ・ 勧奨 ・ 失職 義 ・ 非 有 ・ 無
種

一　時　金　額
受　給　日

別 元号 年 月 日

退職年月日
退  職  事  由

義　務
非義務

所属
区分

職 名
給  付
制  限

円

元号 年 月 日

銭

昭和

退職②
昭和
平成

普通 ・ 定年 ・ 勧奨 ・ 失職 義 ・ 非 有 ・ 無 昭和

退職③
昭和
平成

普通 ・ 定年 ・ 勧奨 ・ 失職 義 ・ 非 昭和有 ・ 無

退職④
昭和
平成

有 ・ 無普通 ・ 定年 ・ 勧奨 ・ 失職

普通 ・ 定年 ・ 勧奨 ・ 失職 義 ・ 非退職⑤
昭和
平成

群群馬馬県県立立福福利利高高等等学学校校

校校長長　　年年金金  花花子子

義 ・ 非

有 ・ 無

昭和

審　　　　査 作成者

支部受付
印 本部受付印

｢有｣の場合は
記入して下さい。

退退職職日日

必必ずずどどちちららかかにに
○○をを付付けけるる

電電話話番番号号をを必必ずず記記入入

公公印印不不要要

押押印印不不要要

配配偶偶者者「「有有」」のの者者はは、、「「有有」」にに
○○、、右右側側のの配配偶偶者者生生年年月月日日とと
扶扶養養有有無無もも記記入入

退退職職日日以以降降のの日日
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退退職職手手当当関関係係  
１１  提提出出書書類類  

  下記により作成し提出してください。 

区分 記入上の注意事項 

(１)退職手当支給申請書 

  （支給規則様式第２号） 

（関係様式集 P144） 

○ 令和７年度の定年は 62 歳（労務職は 63 歳）となっているの

で、60 歳超定年前退職者の退職理由は普通退職となります。 

○ 退職時の給料月額は、60 歳超職員は７割措置後の実際の支

給額を記入してください。 

金融機関口座振込依頼書 

  （財務規則第８２条） 

（関係様式集 P144 下段） 

○ 給料の振込口座をおすすめします。 

○ 各金融機関の普通預金口座のみ指定できます。 

○ 本人が必ず確認してください。 

○ 口座名義とフリガナを忘れずに記入してください。 

○ 記載事項に誤りのないよう注意してください。 
(２)履歴書 

  （支給規則様式第３号） 

（関係様式集 P145） 

○ 人事管理システムより出力して提出してください。 

 臨時的任用者については、別記様式第３号を使用してくだ

さい。「学校職員の人事記録取扱要領」で定める人事記録（様

式４）にも代えることができます。 

○ 履歴書に記載がなければ、手書きで追記してください。 

  ①休職を延長した場合、または新たに休職した場合 

  ②特別支援学級担当者の発令事項に変更があった場合 

 ③給与改定 

  ④定年退職：令和 8年 3月 31 日  定年により本職を免ずる 

  定年退職以外：令和8年3月31日 願いにより本職を免ずる 

  年度途中退職：令和○年○月○日 願いにより本職を免ずる 

 ※①～④共通：発令機関「群馬県教育委員会」記載 

○ 人事記録の内容証明は下記のとおり記載してください。 

  （原本証明ではありません。） 

  上記のとおり相違ないことを証明する 

令和☆年☆月☆日 

  群馬県立○○○学校長□□□□   職印  ←県立学校 

  （△△教育委員会教育長◇◇◇◇）      ←市町村立学校 

(３)令和８年分 退職所得の受給に 

関する申告書・退職所得申告書 

（関係様式集 P147、148） 

○ 退職所得の所得税及び住民税を源泉徴収するために必要な 

 書類です。 

○ Ｂ欄以下は記載不要です。 
(４)本人の子であること及び子の

生年月日がわかる書類 

（該当者のみ） 

○ 平成４年４月１日以降に育児休業を取得した者（平成４年３

月 31 日以前から取得し、平成４年４月１日以降にかかる育児

休業を含む）は、1/3除算となる期間を確認するために必要です。 

 ･子と同居している場合･･･住民票（続柄あり）（コピー可） 

 ･子と別居している場合･･･戸籍抄本または謄本（コピー可） 

･本人の被扶養者である場合･･･組合員被扶養者証または資格

確認書のコピー 

退

職

手

当 

短
期

給
付

長

期
給

付

退
職

手
当

福
祉
事

業
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２２  退退職職手手当当支支給給率率早早見見表表（（概概略略）） 

（平成３０年２月１日適用）         

勤
続
期
間 

退退職職のの事事由由  

自己都合等 公務外傷病 

定年・勧奨 

任期終了 

公務外死亡 

整理 

公務上傷病 

公務上死亡 

1 0.5022 0.837 0.837 1.2555 

2 1.0044 1.674 1.674 2.511 

3 1.5066 2.511 2.511 3.7665 

4 2.0088 3.348 3.348 5.022 

5 2.511 4.185 4.185 6.2775 

6 3.0132 5.022 5.022 7.533 

7 3.5154 5.859 5.859 8.7885 

8 4.0176 6.696 6.696 10.044 

9 4.5198 7.533 7.533 11.2995 

10 5.022 8.37 8.37 12.555 

11 7.43256 9.2907 11.613375 13.93605 

12 8.16912 10.2114 12.76425 15.3171 

13 8.90568 11.1321 13.915125 16.69815 

14 9.64224 12.0528 15.066 18.0792 

15 10.3788 12.9735 16.216875 19.46025 

16 12.88143 14.3127 17.890875 20.8413 

17 14.08671 15.6519 19.564875 22.22235 

18 15.29199 16.9911 21.238875 23.6034 

19 16.49727 18.3303 22.912875 24.98445 

20 19.6695 19.6695 24.586875 26.3655 

21 21.3435 21.3435 26.260875 27.74655 

22 23.0175 23.0175 27.934875 29.1276 

23 24.6915 24.6915 29.608875 30.50865 

24 26.3655 26.3655 31.282875 31.8897 

25 28.0395 28.0395 33.27075 33.27075 

26 29.3787 29.3787 34.77735 34.77735 

27 30.7179 30.7179 36.28395 36.28395 

28 32.0571 32.0571 37.79055 37.79055 

29 33.3963 33.3963 39.29715 39.29715 

30 34.7355 34.7355 40.80375 40.80375 

31 35.7399 35.7399 42.31035 42.31035 

32 36.7443 36.7443 43.81695 43.81695 

33 37.7487 37.7487 45.32355 45.32355 

34 38.7531 38.7531 46.83015 46.83015 

35 39.7575 39.7575 47.709 47.709 

36 40.7619 40.7619 47.709 47.709 

37 41.7663 41.7663 47.709 47.709 

38 42.7707 42.7707 47.709 47.709 

39 43.7751 43.7751 47.709 47.709 

40 44.7795 44.7795 47.709 47.709 
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３３  勤勤続続期期間間のの計計算算 

 原則として退職の日まで引き続いている在職期間をもとに、次の方法によって算定の基礎となる年数

を求めます。 

 （ア）休職期間等については、その在職期間から差し引きます。 

   （主な事由と除算期間） 

事   由 除算期間 

組合専従休職の期間・自己啓発等休業の期間・配偶者同行休業の期間 全期間 

地方公務員の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百十号）に基づ

く育児休業期間のうち、子が１歳に達した日の属する月までの期間 

育児短時間勤務による期間 

3 分の 1の期間 

地方公務員法第 28 条、第 29 条の事由による休職、停職、その他これら

に準ずる休職の期間・育児休業の期間で上記以外の期間 
2 分の 1の期間 

（イ）勤続期間が６月以上の場合は１年とし、１年以上ある場合の１年未満の月数は切り捨てます。 

   ・・勤勤続続期期間間＝＝引引きき続続いいたた在在職職期期間間－－除除算算期期間間 

 

４４  基基礎礎給給料料月月額額とと退退職職手手当当額額のの計計算算 

  基礎給料月額（退職時の給料）＝給料月額と教職調整額の合計額 ※給料表の金額 

  ※特別支援学校（学級）担当の場合は、給料の調整額も含まれます。 

  退職の事由と上記３で求めた勤続期間に応じた数字が、退職手当の支給率になります。 

    ・・退退職職手手当当額額  ＝＝（（退退職職時時のの給給料料のの月月額額××退退職職手手当当のの支支給給率率））＋＋  退退職職手手当当のの調調整整額額  

  60 歳（労務職は 63 歳）以後、給料月額が７割水準となる場合、60 歳（労務職は 63 歳）退職時の額

と実際の退職時の額を比較して、多い方の額を支給します。 

 

５５  退退職職手手当当のの調調整整額額 

 退職手当の調整額は、職員の在職期間（平成８年４月１日以降の期間に限る）の各月ごとに当該各月

にその者が属していた下記に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(調整月額)のうち額が最

も多いものから 60 月分を合計した額となります。（退職直近 60 月分や、退職月の調整月額の 60 倍で

はありません。） 
区分 調整月額 教育職 栄養職 事務職 労務職 

第 1号 65,000 円     

第 2 号 59,550 円 4 級（加算 20％の者）    

第 3 号 54,150 円 4 級（管手 2種、又は 1種の者）  7 級  

第 4 号 43,350 円 
4 級（上記以外） 

3 級（管手 3種） 
 6 級  

第 5 号 32,500 円 
3 級（上記以外） 

2 級（加算 10％の者） 
特 5級 5 級 

4 級 

（加算 10％の者） 

第 6 号 27,100 円  5 級 4 級 4 級 

第 7 号 21,700 円 
2 級（加算 5％の者） 

1 級（加算 10％の者） 

4 級 

3 級 
3 級 3 級 

第 8 号 0 円 上記以外 
 
※ 「加算」＝期末勤勉手当の役職加算 ※「管手」＝管理職手当の区分 

※ 勤続期間が 10年以上 24年以下の自己都合等退職者及び勤続期間が 1年以上 4年以下の自己都

合等以外の退職者は退職手当の調整額の１／２が支給されます。（勤続期間が 9年以下の自己都

合等退職者及び勤続期間が 1年未満の自己都合等以外の退職者は支給されません。） 
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２２  退退職職手手当当支支給給率率早早見見表表（（概概略略）） 

（平成３０年２月１日適用）         

勤
続
期
間 

退退職職のの事事由由  

自己都合等 公務外傷病 

定年・勧奨 

任期終了 

公務外死亡 

整理 

公務上傷病 

公務上死亡 

1 0.5022 0.837 0.837 1.2555 

2 1.0044 1.674 1.674 2.511 

3 1.5066 2.511 2.511 3.7665 

4 2.0088 3.348 3.348 5.022 

5 2.511 4.185 4.185 6.2775 

6 3.0132 5.022 5.022 7.533 

7 3.5154 5.859 5.859 8.7885 

8 4.0176 6.696 6.696 10.044 

9 4.5198 7.533 7.533 11.2995 

10 5.022 8.37 8.37 12.555 

11 7.43256 9.2907 11.613375 13.93605 

12 8.16912 10.2114 12.76425 15.3171 

13 8.90568 11.1321 13.915125 16.69815 

14 9.64224 12.0528 15.066 18.0792 

15 10.3788 12.9735 16.216875 19.46025 

16 12.88143 14.3127 17.890875 20.8413 

17 14.08671 15.6519 19.564875 22.22235 

18 15.29199 16.9911 21.238875 23.6034 

19 16.49727 18.3303 22.912875 24.98445 

20 19.6695 19.6695 24.586875 26.3655 

21 21.3435 21.3435 26.260875 27.74655 

22 23.0175 23.0175 27.934875 29.1276 

23 24.6915 24.6915 29.608875 30.50865 

24 26.3655 26.3655 31.282875 31.8897 

25 28.0395 28.0395 33.27075 33.27075 

26 29.3787 29.3787 34.77735 34.77735 

27 30.7179 30.7179 36.28395 36.28395 

28 32.0571 32.0571 37.79055 37.79055 

29 33.3963 33.3963 39.29715 39.29715 

30 34.7355 34.7355 40.80375 40.80375 

31 35.7399 35.7399 42.31035 42.31035 

32 36.7443 36.7443 43.81695 43.81695 

33 37.7487 37.7487 45.32355 45.32355 

34 38.7531 38.7531 46.83015 46.83015 

35 39.7575 39.7575 47.709 47.709 

36 40.7619 40.7619 47.709 47.709 

37 41.7663 41.7663 47.709 47.709 

38 42.7707 42.7707 47.709 47.709 

39 43.7751 43.7751 47.709 47.709 

40 44.7795 44.7795 47.709 47.709 
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３３  勤勤続続期期間間のの計計算算 

 原則として退職の日まで引き続いている在職期間をもとに、次の方法によって算定の基礎となる年数

を求めます。 

 （ア）休職期間等については、その在職期間から差し引きます。 

   （主な事由と除算期間） 

事   由 除算期間 

組合専従休職の期間・自己啓発等休業の期間・配偶者同行休業の期間 全期間 

地方公務員の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百十号）に基づ

く育児休業期間のうち、子が１歳に達した日の属する月までの期間 

育児短時間勤務による期間 

3 分の 1の期間 

地方公務員法第 28 条、第 29 条の事由による休職、停職、その他これら

に準ずる休職の期間・育児休業の期間で上記以外の期間 
2 分の 1の期間 

（イ）勤続期間が６月以上の場合は１年とし、１年以上ある場合の１年未満の月数は切り捨てます。 

   ・・勤勤続続期期間間＝＝引引きき続続いいたた在在職職期期間間－－除除算算期期間間 

 

４４  基基礎礎給給料料月月額額とと退退職職手手当当額額のの計計算算 

  基礎給料月額（退職時の給料）＝給料月額と教職調整額の合計額 ※給料表の金額 

  ※特別支援学校（学級）担当の場合は、給料の調整額も含まれます。 

  退職の事由と上記３で求めた勤続期間に応じた数字が、退職手当の支給率になります。 

    ・・退退職職手手当当額額  ＝＝（（退退職職時時のの給給料料のの月月額額××退退職職手手当当のの支支給給率率））＋＋  退退職職手手当当のの調調整整額額  

  60 歳（労務職は 63 歳）以後、給料月額が７割水準となる場合、60 歳（労務職は 63 歳）退職時の額

と実際の退職時の額を比較して、多い方の額を支給します。 

 

５５  退退職職手手当当のの調調整整額額 

 退職手当の調整額は、職員の在職期間（平成８年４月１日以降の期間に限る）の各月ごとに当該各月

にその者が属していた下記に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(調整月額)のうち額が最

も多いものから 60 月分を合計した額となります。（退職直近 60 月分や、退職月の調整月額の 60 倍で

はありません。） 
区分 調整月額 教育職 栄養職 事務職 労務職 

第 1号 65,000 円     

第 2 号 59,550 円 4 級（加算 20％の者）    

第 3 号 54,150 円 4 級（管手 2種、又は 1種の者）  7 級  

第 4 号 43,350 円 
4 級（上記以外） 

3 級（管手 3種） 
 6 級  

第 5 号 32,500 円 
3 級（上記以外） 

2 級（加算 10％の者） 
特 5級 5 級 

4 級 

（加算 10％の者） 

第 6 号 27,100 円  5 級 4 級 4 級 

第 7 号 21,700 円 
2 級（加算 5％の者） 

1 級（加算 10％の者） 

4 級 

3 級 
3 級 3 級 

第 8 号 0 円 上記以外 
 
※ 「加算」＝期末勤勉手当の役職加算 ※「管手」＝管理職手当の区分 

※ 勤続期間が 10年以上 24年以下の自己都合等退職者及び勤続期間が 1年以上 4年以下の自己都

合等以外の退職者は退職手当の調整額の１／２が支給されます。（勤続期間が 9年以下の自己都

合等退職者及び勤続期間が 1年未満の自己都合等以外の退職者は支給されません。） 
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２２  退退職職手手当当支支給給率率早早見見表表（（概概略略）） 

（平成３０年２月１日適用）         

勤
続
期
間 

退退職職のの事事由由  

自己都合等 公務外傷病 

定年・勧奨 

任期終了 

公務外死亡 

整理 

公務上傷病 

公務上死亡 

1 0.5022 0.837 0.837 1.2555 

2 1.0044 1.674 1.674 2.511 

3 1.5066 2.511 2.511 3.7665 

4 2.0088 3.348 3.348 5.022 

5 2.511 4.185 4.185 6.2775 

6 3.0132 5.022 5.022 7.533 

7 3.5154 5.859 5.859 8.7885 

8 4.0176 6.696 6.696 10.044 

9 4.5198 7.533 7.533 11.2995 

10 5.022 8.37 8.37 12.555 

11 7.43256 9.2907 11.613375 13.93605 

12 8.16912 10.2114 12.76425 15.3171 

13 8.90568 11.1321 13.915125 16.69815 

14 9.64224 12.0528 15.066 18.0792 

15 10.3788 12.9735 16.216875 19.46025 

16 12.88143 14.3127 17.890875 20.8413 

17 14.08671 15.6519 19.564875 22.22235 

18 15.29199 16.9911 21.238875 23.6034 

19 16.49727 18.3303 22.912875 24.98445 

20 19.6695 19.6695 24.586875 26.3655 

21 21.3435 21.3435 26.260875 27.74655 

22 23.0175 23.0175 27.934875 29.1276 

23 24.6915 24.6915 29.608875 30.50865 

24 26.3655 26.3655 31.282875 31.8897 

25 28.0395 28.0395 33.27075 33.27075 

26 29.3787 29.3787 34.77735 34.77735 

27 30.7179 30.7179 36.28395 36.28395 

28 32.0571 32.0571 37.79055 37.79055 

29 33.3963 33.3963 39.29715 39.29715 

30 34.7355 34.7355 40.80375 40.80375 

31 35.7399 35.7399 42.31035 42.31035 

32 36.7443 36.7443 43.81695 43.81695 

33 37.7487 37.7487 45.32355 45.32355 

34 38.7531 38.7531 46.83015 46.83015 

35 39.7575 39.7575 47.709 47.709 

36 40.7619 40.7619 47.709 47.709 

37 41.7663 41.7663 47.709 47.709 

38 42.7707 42.7707 47.709 47.709 

39 43.7751 43.7751 47.709 47.709 

40 44.7795 44.7795 47.709 47.709 
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３３  勤勤続続期期間間のの計計算算 

 原則として退職の日まで引き続いている在職期間をもとに、次の方法によって算定の基礎となる年数

を求めます。 

 （ア）休職期間等については、その在職期間から差し引きます。 

   （主な事由と除算期間） 

事   由 除算期間 

組合専従休職の期間・自己啓発等休業の期間・配偶者同行休業の期間 全期間 

地方公務員の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百十号）に基づ

く育児休業期間のうち、子が１歳に達した日の属する月までの期間 

育児短時間勤務による期間 

3 分の 1の期間 

地方公務員法第 28 条、第 29 条の事由による休職、停職、その他これら

に準ずる休職の期間・育児休業の期間で上記以外の期間 
2 分の 1の期間 

（イ）勤続期間が６月以上の場合は１年とし、１年以上ある場合の１年未満の月数は切り捨てます。 

   ・・勤勤続続期期間間＝＝引引きき続続いいたた在在職職期期間間－－除除算算期期間間 

 

４４  基基礎礎給給料料月月額額とと退退職職手手当当額額のの計計算算 

  基礎給料月額（退職時の給料）＝給料月額と教職調整額の合計額 ※給料表の金額 

  ※特別支援学校（学級）担当の場合は、給料の調整額も含まれます。 

  退職の事由と上記３で求めた勤続期間に応じた数字が、退職手当の支給率になります。 

    ・・退退職職手手当当額額  ＝＝（（退退職職時時のの給給料料のの月月額額××退退職職手手当当のの支支給給率率））＋＋  退退職職手手当当のの調調整整額額  

  60 歳（労務職は 63 歳）以後、給料月額が７割水準となる場合、60 歳（労務職は 63 歳）退職時の額

と実際の退職時の額を比較して、多い方の額を支給します。 

 

５５  退退職職手手当当のの調調整整額額 

 退職手当の調整額は、職員の在職期間（平成８年４月１日以降の期間に限る）の各月ごとに当該各月

にその者が属していた下記に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(調整月額)のうち額が最

も多いものから 60 月分を合計した額となります。（退職直近 60 月分や、退職月の調整月額の 60 倍で

はありません。） 
区分 調整月額 教育職 栄養職 事務職 労務職 

第 1号 65,000 円     

第 2 号 59,550 円 4 級（加算 20％の者）    

第 3 号 54,150 円 4 級（管手 2種、又は 1種の者）  7 級  

第 4 号 43,350 円 
4 級（上記以外） 

3 級（管手 3種） 
 6 級  

第 5 号 32,500 円 
3 級（上記以外） 

2 級（加算 10％の者） 
特 5級 5 級 

4 級 

（加算 10％の者） 

第 6 号 27,100 円  5 級 4 級 4 級 

第 7 号 21,700 円 
2 級（加算 5％の者） 

1 級（加算 10％の者） 

4 級 

3 級 
3 級 3 級 

第 8 号 0 円 上記以外 
 
※ 「加算」＝期末勤勉手当の役職加算 ※「管手」＝管理職手当の区分 

※ 勤続期間が 10年以上 24年以下の自己都合等退職者及び勤続期間が 1年以上 4年以下の自己都

合等以外の退職者は退職手当の調整額の１／２が支給されます。（勤続期間が 9年以下の自己都

合等退職者及び勤続期間が 1年未満の自己都合等以外の退職者は支給されません。） 
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６６  定定年年前前早早期期退退職職者者にに対対すするる特特例例 

・60 歳（労務職員は 63歳）から 10 年を減じた年齢以上 
・勤続 25年以上 
・公務運営上 

 以上の３要件を満たしている勧奨退職者については、当該給料月額に、60 歳（労務職員は 63 歳）
までの残年数１年につき２％を割増した額を退職手当算定上の基礎給料月額とします。 

※           

×｛１＋（0.02×60 歳（労務職員は 63歳）までの残年数）｝ 

 
（例）55歳で退職する場合の割増率 
   60 歳－55 歳＝５歳  ２％×５＝10％ 
  
７７  退退職職手手当当にに係係るる税税金金 
  退職手当総額から在職年数に応じて計算した「退職所得控除額」を差し引いた金額に応じて、 
 所得税と住民税が課されます。（他の所得とは分離して課税されます。） 

（（１１））退退職職所所得得控控除除額額（（抜抜粋粋）） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（（２２））所所得得税税（（復復興興特特別別所所得得税税をを含含むむ））・・住住民民税税額額のの求求めめ方方 

所所  得得  税税  額額  のの  求求  めめ  方方 
 
 
 
 
 
 

課税退職所得額（ア） 税率(イ) 控除額（ウ） 税額＝(ア)×(イ)－(ウ) 

195 万円以下 5 ％ 0 ((ｱ)×５％)×102.1% 

195 万円超～330 万円以下 10 ％ 97,500 円 ((ｱ)×10％－   97,500 円)×102.1% 

330 万円超～695 万円以下 20 ％ 427,500 円 ((ｱ)×20％－  427,500 円)×102.1% 

695 万円超～900 万円以下 23 ％ 636,000 円 ((ｱ)×23％－  636,000 円)×102.1% 

900 万円超～1,800 万円以下 33 ％ 1,536,000 円 ((ｱ)×33％－1,536,000 円)×102.1% 

1,800 万円超 40 ％ 2,796,000 円 ((ｱ)×40％－2,796,000 円)×102.1% 

住住  民民  税税  額額  のの  求求  めめ  方方 

住民税額：100 円未満の端数切り捨て 
 
 
 

※ 勤続期間５年以下の場合、退職手当額－退職所得控除＝課税退職所得（ア） 

在職 
年数 

退職所得控除 
額 （万円） 

1 
2 
3 
4 
5 

80   
80  
120   
160   
200   

在職 
年数 

退職所得控除 
額 （万円） 

26 
27 
28 
29 
30 

1,220 
1,290 
1,360 
1,430 
1,500 

在職 
年数 

退職所得控除 
額 （万円） 

20 
21 
22 
23 
24 

800   
870   
940   

1,010   
1,080   

在職 
年数 

退職所得控除 
額 （万円） 

36 
37 
38 
39 
40 

1,920 
1,990 
2,060 
2,130 
2,200 

退職時の 
基礎給料月額 

控除額の計算方法 

・20年以下 

  在職年数×40万円 

・21 年以上 

〔(在職年数－20)×70 万円〕＋800 万円 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

退 職 

手当額 

退職所得 

控 除 額 
× 

１ 

２ 
＝ 課税退職 

所得額（ア） 
課税退職所得額：1,000 円未満の端数切り捨て 

所得税額：1円未満の端数切り捨て 

課税退職 

 所得額(ｱ) 
× 

県民税 税率４％(ｴ) 

市町村民税 税率６％(ｵ) 

＝ 
 
＝ 

県民税額 

市町村民税額 
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（（３３））退退職職後後にに届届くく納納税税通通知知書書  

  毎月の給料から差し引く住民税の残額は、その退職が６月１日から 12 月 31 日までの場合は

職員の申し出によりますが、翌年の１月１日から４月 30 日までの間に退職した場合はその年の

５月 31 日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等が住民税の残額を超えるときは、その

給与又は退職手当等から全額を徴収し翌月 10 日までに納入することになっています。 

  （下図「４、５月分は退職手当から一括徴収」の部分） 

  図の R7.1 月～R7.12 月の給料に対応する住民税の納税通知書が、各市区町村から令和８年 

６月頃送付されます。具体的な税額等については、各市町村に照会してください。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

８８  退退職職手手当当のの口口座座振振込込がが可可能能なな金金融融機機関関 

  都市銀行、地方銀行、信託銀行、ゆうちょ銀行、信用金庫 

  農林中央金庫、信用組合（群馬県医師信用組合を除く） 

  労働金庫、商工組合中央金庫、農業協同組合 

  ネット銀行（一部） 

 

９９  退退職職手手当当口口座座振振込込依依頼頼書書記記入入時時のの注注意意 

  １ 口座振込みエラーを防ぐため、金融機関の通帳の記載内容を見ながら記入してください。 

   （キャッシュカード等は、番号が異なる場合がありますので、必ず通帳で確認してください。） 

  ２ 口座名義のフリガナは、正しく記入してください。 

    拗音・撥音・濁音・半濁音は、読みではなく通帳どおりに記入してください。 

    ３ 支店名は、正しく記入してください。（例；○○店営業部、○○出張所、○○支所等。） 

    ４ 受給される本人名義以外の口座へは振込みはできません。 

５ 普通預金口座以外への振込みはできません。 
 

R5.1 月   R6.1 月   R7.1 月    R8.1 月    3 月 

R5.1 月～ 

12 月 

給料 

R6.1 月～ 

12 月 

給料 

R7.1 月～ 

12 月 

給料 

R8.1 月 

～3月 

給料 

 

 

 

R6.6 月～ 

R7.5 月 

給料から 

徴収（控除） 

R7.6 月～ 

R8.3 月 

給料から 

徴収（控除） 

 R8.6 月～ 

 

納付書 

退職者が直接納付 

R9.6 月 

 

納付書 

退職者が直接納付 

 
 
 
 

R8.4,5 月分は退職手当から一括徴収 

（暫定再任用職員を除く） 
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６６  定定年年前前早早期期退退職職者者にに対対すするる特特例例 

・60 歳（労務職員は 63歳）から 10 年を減じた年齢以上 
・勤続 25年以上 
・公務運営上 

 以上の３要件を満たしている勧奨退職者については、当該給料月額に、60 歳（労務職員は 63 歳）
までの残年数１年につき２％を割増した額を退職手当算定上の基礎給料月額とします。 

※           

×｛１＋（0.02×60 歳（労務職員は 63歳）までの残年数）｝ 

 
（例）55歳で退職する場合の割増率 
   60 歳－55 歳＝５歳  ２％×５＝10％ 
  
７７  退退職職手手当当にに係係るる税税金金 
  退職手当総額から在職年数に応じて計算した「退職所得控除額」を差し引いた金額に応じて、 
 所得税と住民税が課されます。（他の所得とは分離して課税されます。） 

（（１１））退退職職所所得得控控除除額額（（抜抜粋粋）） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（（２２））所所得得税税（（復復興興特特別別所所得得税税をを含含むむ））・・住住民民税税額額のの求求めめ方方 

所所  得得  税税  額額  のの  求求  めめ  方方 
 
 
 
 
 
 

課税退職所得額（ア） 税率(イ) 控除額（ウ） 税額＝(ア)×(イ)－(ウ) 

195 万円以下 5 ％ 0 ((ｱ)×５％)×102.1% 

195 万円超～330 万円以下 10 ％ 97,500 円 ((ｱ)×10％－   97,500 円)×102.1% 

330 万円超～695 万円以下 20 ％ 427,500 円 ((ｱ)×20％－  427,500 円)×102.1% 

695 万円超～900 万円以下 23 ％ 636,000 円 ((ｱ)×23％－  636,000 円)×102.1% 

900 万円超～1,800 万円以下 33 ％ 1,536,000 円 ((ｱ)×33％－1,536,000 円)×102.1% 

1,800 万円超 40 ％ 2,796,000 円 ((ｱ)×40％－2,796,000 円)×102.1% 

住住  民民  税税  額額  のの  求求  めめ  方方 

住民税額：100 円未満の端数切り捨て 
 
 
 

※ 勤続期間５年以下の場合、退職手当額－退職所得控除＝課税退職所得（ア） 

在職 
年数 

退職所得控除 
額 （万円） 

1 
2 
3 
4 
5 

80   
80  
120   
160   
200   

在職 
年数 

退職所得控除 
額 （万円） 

26 
27 
28 
29 
30 

1,220 
1,290 
1,360 
1,430 
1,500 

在職 
年数 

退職所得控除 
額 （万円） 

20 
21 
22 
23 
24 

800   
870   
940   

1,010   
1,080   

在職 
年数 

退職所得控除 
額 （万円） 

36 
37 
38 
39 
40 

1,920 
1,990 
2,060 
2,130 
2,200 

退職時の 
基礎給料月額 

控除額の計算方法 

・20年以下 

  在職年数×40万円 

・21 年以上 

〔(在職年数－20)×70 万円〕＋800 万円 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

退 職 

手当額 

退職所得 

控 除 額 
× 

１ 

２ 
＝ 課税退職 

所得額（ア） 
課税退職所得額：1,000 円未満の端数切り捨て 

所得税額：1円未満の端数切り捨て 

課税退職 

 所得額(ｱ) 
× 

県民税 税率４％(ｴ) 

市町村民税 税率６％(ｵ) 

＝ 
 
＝ 

県民税額 

市町村民税額 
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（（３３））退退職職後後にに届届くく納納税税通通知知書書  

  毎月の給料から差し引く住民税の残額は、その退職が６月１日から 12 月 31 日までの場合は

職員の申し出によりますが、翌年の１月１日から４月 30 日までの間に退職した場合はその年の

５月 31 日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等が住民税の残額を超えるときは、その

給与又は退職手当等から全額を徴収し翌月 10 日までに納入することになっています。 

  （下図「４、５月分は退職手当から一括徴収」の部分） 

  図の R7.1 月～R7.12 月の給料に対応する住民税の納税通知書が、各市区町村から令和８年 

６月頃送付されます。具体的な税額等については、各市町村に照会してください。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

８８  退退職職手手当当のの口口座座振振込込がが可可能能なな金金融融機機関関 

  都市銀行、地方銀行、信託銀行、ゆうちょ銀行、信用金庫 

  農林中央金庫、信用組合（群馬県医師信用組合を除く） 

  労働金庫、商工組合中央金庫、農業協同組合 

  ネット銀行（一部） 

 

９９  退退職職手手当当口口座座振振込込依依頼頼書書記記入入時時のの注注意意 

  １ 口座振込みエラーを防ぐため、金融機関の通帳の記載内容を見ながら記入してください。 

   （キャッシュカード等は、番号が異なる場合がありますので、必ず通帳で確認してください。） 

  ２ 口座名義のフリガナは、正しく記入してください。 

    拗音・撥音・濁音・半濁音は、読みではなく通帳どおりに記入してください。 

    ３ 支店名は、正しく記入してください。（例；○○店営業部、○○出張所、○○支所等。） 

    ４ 受給される本人名義以外の口座へは振込みはできません。 

５ 普通預金口座以外への振込みはできません。 
 

R5.1 月   R6.1 月   R7.1 月    R8.1 月    3 月 

R5.1 月～ 

12 月 

給料 

R6.1 月～ 

12 月 

給料 

R7.1 月～ 

12 月 

給料 

R8.1 月 

～3月 

給料 

 

 

 

R6.6 月～ 

R7.5 月 

給料から 

徴収（控除） 

R7.6 月～ 

R8.3 月 

給料から 

徴収（控除） 

 R8.6 月～ 

 

納付書 

退職者が直接納付 

R9.6 月 

 

納付書 

退職者が直接納付 

 
 
 
 

R8.4,5 月分は退職手当から一括徴収 

（暫定再任用職員を除く） 
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６６  定定年年前前早早期期退退職職者者にに対対すするる特特例例 

・60 歳（労務職員は 63歳）から 10 年を減じた年齢以上 
・勤続 25年以上 
・公務運営上 

 以上の３要件を満たしている勧奨退職者については、当該給料月額に、60 歳（労務職員は 63 歳）
までの残年数１年につき２％を割増した額を退職手当算定上の基礎給料月額とします。 

※           

×｛１＋（0.02×60 歳（労務職員は 63歳）までの残年数）｝ 

 
（例）55歳で退職する場合の割増率 
   60 歳－55 歳＝５歳  ２％×５＝10％ 
  
７７  退退職職手手当当にに係係るる税税金金 
  退職手当総額から在職年数に応じて計算した「退職所得控除額」を差し引いた金額に応じて、 
 所得税と住民税が課されます。（他の所得とは分離して課税されます。） 

（（１１））退退職職所所得得控控除除額額（（抜抜粋粋）） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（（２２））所所得得税税（（復復興興特特別別所所得得税税をを含含むむ））・・住住民民税税額額のの求求めめ方方 

所所  得得  税税  額額  のの  求求  めめ  方方 
 
 
 
 
 
 

課税退職所得額（ア） 税率(イ) 控除額（ウ） 税額＝(ア)×(イ)－(ウ) 

195 万円以下 5 ％ 0 ((ｱ)×５％)×102.1% 

195 万円超～330 万円以下 10 ％ 97,500 円 ((ｱ)×10％－   97,500 円)×102.1% 

330 万円超～695 万円以下 20 ％ 427,500 円 ((ｱ)×20％－  427,500 円)×102.1% 

695 万円超～900 万円以下 23 ％ 636,000 円 ((ｱ)×23％－  636,000 円)×102.1% 

900 万円超～1,800 万円以下 33 ％ 1,536,000 円 ((ｱ)×33％－1,536,000 円)×102.1% 

1,800 万円超 40 ％ 2,796,000 円 ((ｱ)×40％－2,796,000 円)×102.1% 

住住  民民  税税  額額  のの  求求  めめ  方方 

住民税額：100 円未満の端数切り捨て 
 
 
 

※ 勤続期間５年以下の場合、退職手当額－退職所得控除＝課税退職所得（ア） 

在職 
年数 

退職所得控除 
額 （万円） 

1 
2 
3 
4 
5 

80   
80  
120   
160   
200   

在職 
年数 

退職所得控除 
額 （万円） 

26 
27 
28 
29 
30 

1,220 
1,290 
1,360 
1,430 
1,500 

在職 
年数 

退職所得控除 
額 （万円） 

20 
21 
22 
23 
24 

800   
870   
940   

1,010   
1,080   

在職 
年数 

退職所得控除 
額 （万円） 

36 
37 
38 
39 
40 

1,920 
1,990 
2,060 
2,130 
2,200 

退職時の 
基礎給料月額 

控除額の計算方法 

・20年以下 

  在職年数×40万円 

・21 年以上 

〔(在職年数－20)×70 万円〕＋800 万円 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

退 職 

手当額 

退職所得 

控 除 額 
× 

１ 

２ 
＝ 課税退職 

所得額（ア） 
課税退職所得額：1,000 円未満の端数切り捨て 

所得税額：1円未満の端数切り捨て 

課税退職 

 所得額(ｱ) 
× 

県民税 税率４％(ｴ) 

市町村民税 税率６％(ｵ) 

＝ 
 
＝ 

県民税額 

市町村民税額 
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（（３３））退退職職後後にに届届くく納納税税通通知知書書  

  毎月の給料から差し引く住民税の残額は、その退職が６月１日から 12 月 31 日までの場合は

職員の申し出によりますが、翌年の１月１日から４月 30 日までの間に退職した場合はその年の

５月 31 日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等が住民税の残額を超えるときは、その

給与又は退職手当等から全額を徴収し翌月 10 日までに納入することになっています。 

  （下図「４、５月分は退職手当から一括徴収」の部分） 

  図の R7.1 月～R7.12 月の給料に対応する住民税の納税通知書が、各市区町村から令和８年 

６月頃送付されます。具体的な税額等については、各市町村に照会してください。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

８８  退退職職手手当当のの口口座座振振込込がが可可能能なな金金融融機機関関 

  都市銀行、地方銀行、信託銀行、ゆうちょ銀行、信用金庫 

  農林中央金庫、信用組合（群馬県医師信用組合を除く） 

  労働金庫、商工組合中央金庫、農業協同組合 

  ネット銀行（一部） 

 

９９  退退職職手手当当口口座座振振込込依依頼頼書書記記入入時時のの注注意意 

  １ 口座振込みエラーを防ぐため、金融機関の通帳の記載内容を見ながら記入してください。 

   （キャッシュカード等は、番号が異なる場合がありますので、必ず通帳で確認してください。） 

  ２ 口座名義のフリガナは、正しく記入してください。 

    拗音・撥音・濁音・半濁音は、読みではなく通帳どおりに記入してください。 

    ３ 支店名は、正しく記入してください。（例；○○店営業部、○○出張所、○○支所等。） 

    ４ 受給される本人名義以外の口座へは振込みはできません。 

５ 普通預金口座以外への振込みはできません。 
 

R5.1 月   R6.1 月   R7.1 月    R8.1 月    3 月 

R5.1 月～ 

12 月 

給料 

R6.1 月～ 

12 月 

給料 

R7.1 月～ 

12 月 

給料 

R8.1 月 

～3月 

給料 

 

 

 

R6.6 月～ 

R7.5 月 

給料から 

徴収（控除） 

R7.6 月～ 

R8.3 月 

給料から 

徴収（控除） 

 R8.6 月～ 

 

納付書 

退職者が直接納付 

R9.6 月 

 

納付書 

退職者が直接納付 

 
 
 
 

R8.4,5 月分は退職手当から一括徴収 

（暫定再任用職員を除く） 
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記記入入例例  退退職職手手当当申申請請書書：：定定年年退退職職及及びび普普通通退退職職（（6600 歳歳超超定定年年前前退退職職者者をを含含むむ））のの場場合合 

別記様式第２号

退 職 手 当 支 給 申 請 書

第 ○ ○ ○ － ○ ○号 
令和８年３月３１日 

          渡辺 郁美 様

                                            (市町村教育委員会教育長、または県立学校長)

 ○○市教育委員会教育長  
 
赤 城 太 郎   印

 令和 ８年 ３月 ３１日付けで下記の職員が退職しましたので、退職手当を支給されますよう、 
関係書類を添えて申請します。

退 職 者

学 校 名 ○ ○ 市 立 ○ ○ 小 学 校 

職   名 教 諭 氏  名 妙 義  榛 名 

生 年 月 日
昭和  ３９  年 １１ 月 １１ 日 

勤 続 年 数 ３９ 年  ０ 月 

退 職 理 由 定年退職 ・ 勧奨退職 ・ 普通退職 ・ 任用期間満了 ・ 死亡

退職時の

給料月額

給   料  ２ 級 １５６号給 ４１０，６００ 円

合

計
 ４３８，０２４  円教職調整額                       １６，４２４  円 

給料の調整額 該当者のみ記入→→  １１，０００ 円

退職手当を

受領する者

住   所

(〒 ○○○－○○ ) 

 ○○市○○町○丁目○○○番地 １０１号室  

氏   名 妙 義  榛 名 退職者との続柄 本 人 

金融機関口座振込依頼書

群馬県教育委員会教育長 渡辺 郁美 様 退職者職員番号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

フリガナ     ミヨウギ  ハルナ 

                     口座名義   妙 義  榛 名 

 私が受給する退職手当は、下記の金融機関の私名義の普通預金口座へ振り込んでください。

記     

振込金融機関 ○  ○            ○ ○  支 店 口座番号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

注 １ 口座振込みエラーを防ぐため、金融機関の通帳の記載内容を見ながら記入してください。
  ２ 口座名義のフリガナは正しく記入してください。

３ 受給される本人名義以外の口座へは振込みはできません。
  ４ 必ず本人が確認してください。

群馬県教育委員会

教 育 長

退職時の給料月額の記入について（注意点） 

 ※教職調整額は給料の４％と一致します（R7.9 現在）。 

  ※教頭３級加算は教職調整額欄へ記入する。 

  ※給料の調整額は調整数の適用を受けている人のみ記入する。 

 ※６０歳超職員は７割措置後の実際の支給額を記入する。

年度途中退職の場合、提出日

群
馬
県
○

○
市
教
育

委
員
会
教

委
長
之
印 

60 歳超定年前退職者は普通退職に〇

部屋番号は必ず記入

支店・支所・出張所を確認 

７桁の番号 

通帳のとおり 

１月未満は１月とカウント

休職期間を除かない

銀行
金庫
組合
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記記入入例例  退退職職手手当当申申請請書書：：定定年年退退職職及及びび普普通通退退職職（（6600 歳歳超超定定年年前前退退職職者者をを含含むむ））のの場場合合 

別記様式第２号

退 職 手 当 支 給 申 請 書

第 ○ ○ ○ － ○ ○号 
令和８年３月３１日 

          渡辺 郁美 様

                                            (市町村教育委員会教育長、または県立学校長)

 ○○市教育委員会教育長  
 
赤 城 太 郎   印

 令和 ８年 ３月 ３１日付けで下記の職員が退職しましたので、退職手当を支給されますよう、 
関係書類を添えて申請します。

退 職 者

学 校 名 ○ ○ 市 立 ○ ○ 小 学 校 

職   名 教 諭 氏  名 妙 義  榛 名 

生 年 月 日
昭和  ３９  年 １１ 月 １１ 日 

勤 続 年 数 ３９ 年  ０ 月 

退 職 理 由 定年退職 ・ 勧奨退職 ・ 普通退職 ・ 任用期間満了 ・ 死亡

退職時の

給料月額

給   料  ２ 級 １５６号給 ４１０，６００ 円

合

計
 ４３８，０２４  円教職調整額                       １６，４２４  円 

給料の調整額 該当者のみ記入→→  １１，０００ 円

退職手当を

受領する者

住   所

(〒 ○○○－○○ ) 

 ○○市○○町○丁目○○○番地 １０１号室  

氏   名 妙 義  榛 名 退職者との続柄 本 人 

金融機関口座振込依頼書

群馬県教育委員会教育長 渡辺 郁美 様 退職者職員番号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

フリガナ     ミヨウギ  ハルナ 

                     口座名義   妙 義  榛 名 

 私が受給する退職手当は、下記の金融機関の私名義の普通預金口座へ振り込んでください。

記     

振込金融機関 ○  ○            ○ ○  支 店 口座番号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

注 １ 口座振込みエラーを防ぐため、金融機関の通帳の記載内容を見ながら記入してください。
  ２ 口座名義のフリガナは正しく記入してください。

３ 受給される本人名義以外の口座へは振込みはできません。
  ４ 必ず本人が確認してください。

群馬県教育委員会

教 育 長

退職時の給料月額の記入について（注意点） 

 ※教職調整額は給料の４％と一致します（R7.9 現在）。 

  ※教頭３級加算は教職調整額欄へ記入する。 

  ※給料の調整額は調整数の適用を受けている人のみ記入する。 

 ※６０歳超職員は７割措置後の実際の支給額を記入する。

年度途中退職の場合、提出日

群
馬
県
○

○
市
教
育

委
員
会
教

委
長
之
印 

60 歳超定年前退職者は普通退職に〇

部屋番号は必ず記入

支店・支所・出張所を確認 

７桁の番号 

通帳のとおり 

１月未満は１月とカウント

休職期間を除かない

銀行
金庫
組合
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年 月 日

税務署長　殿 　／ 市町村長　殿

〒〒 3 7 1 － 8 5 7 0 〒〒 33 77 11 －－ 00 00 22 66

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
※提出を受けた退職手当の支払者が記載してください。

有 自 年 月 日

無 至 年 月 日

＜一般・障害の区分＞ 有 自 年 月 日

② 　　一般・障害 無 至 年 月 日

有 自 年 月 日

＜生活扶助の有無＞ 無 至 年 月 日

有 自 年 月 日

無 至 年 月 日

あなたが本年中に他にも退職手当等の支払を受けたことがある場合には、このＢ欄に記載してください。

⑤ 自 年 月 日
自 年 月 日 至 年 月 日

有 自 年 月 日
至 年 月 日 無 至 年 月 日

有 自 年 月 日
年 無 至 年 月 日

有 自 年 月 日 有 自 年 月 日
無 至 年 月 日 無 至 年 月 日

有 自 年 月 日
年 無 至 年 月 日

有 自 年 月 日
有 自 年 月 日 無 至 年 月 日
無 至 年 月 日 有 自 年 月 日

無 至 年 月 日

自 年 月 日
至 年 月 日

自 年 月 日 有 自 年 月 日

至 年 月 日 無 至 年 月 日

有 自 年 月 日

無 至 年 月 日

⑩

 うち 自 年 月 日 年 有 自 年 月 日 年

至 年 月 日 無 至 年 月 日

自 年 月 日 年 有 自 年 月 日

至 年 月 日 無 至 年 月 日
年 ⑪

 うち 自 年 月 日 年 有 自 年 月 日

至 年 月 日 無 至 年 月 日

自 年 月 日 年 有 自 年 月 日

至 年 月 日 無 至 年 月 日

Ｂ又はＣの退職手当等がある場合には、このＥ欄にも記載してください。

03.12 改正

短期 ・　　・ ・　・
一般
障害

Ｃ ・　　・ ・　・
一般
障害

Ｂ

一般 ・　　・ ・　・
一般
障害

特定
・　　・ ・　・

一般
障害役員

Ｅ

区分

退職 支 払 者 の 所 在 地
払 を 受 け る こ と 徴収税額 市町村民税 道府県民税 受 け た の

（円） (住所)・名称(氏名)

区
分

退 職 手 当 等 の 支 収 入 金 額 源　　泉 特別徴収税額 支 払 を

と な っ た 年 月 日 （円） （円） （円） 年 月 日

うち　短期勤続期間
有 ㋬　うち

日

有 ㋭　うち 年

至 年 月 日 至

年
無 　　㋺と㋥の通算期間

日
年

　　⑦と⑩の通算期間
年 月

特定役員等勤続期間 無 　　㋑と㋩の通算期間

⑨　Ｂの退職手当等についての勤続
　期間(④)に通算された前の退職手
　当等についての勤続期間

自 年 月 日 自 年 月

㋩　うち
　　特定役員等勤続期間特定役員等勤続期間 無

月 日

うち　短期勤続期間
有

㋥　うち　短期継続期間
年

無
Ｄ

　Ａ又はＢの退職手当等についての勤続期間のうちに、前に支払を受けた退職手当等についての勤続期間の全部又は一部が通算されている場合には、その通算さ
れた勤続期間等について、このＤ欄に記載してください。

⑧　Ａの退職手当等についての勤続
　期間(③)に通算された前の退職手
　当等についての勤続期間

自 年
年

　は⑨の勤続期間だけからなる部分の
　期間

至 年 月 日 至

月 日
年 ③又は⑤の勤続期間のうち、⑧又

自 年

年 月 日

有

Ｂ

④　本年中に支払を受けた他の退職
　手当職手当等についての勤続期間

③と④の通算勤続期間 年

うち　特定役員等勤続期間 年

うち一般勤続期間 年

　　期間との重複勤続期間

Ｃ

あなたが前年以前４年内(その年に確定拠出年金法に基づく老齢給付金として支給される一時金の支払を受ける場合には、19年内)に退職

　手当等の支払を受けたことがある場合には、このＣ欄に記載してください。

⑥　前年以前４年内（その年に確定拠出
　年金法に基づく老齢給付金として支給
　される一時金の支払を受ける場合に
　は、19年内)の退職手当等についての
　勤続期間

⑦　③又は⑤の勤続期間のうち、⑥の 年

　勤続期間と重複している期間

㋑　うち　特定役員等勤続 年

㋺　うち　短期継続期間と 年

　　の重複勤続期間

うち短期継続期間 年
との重複勤続期間

うち　全重複継続期間
年

うち　短期継続期間
うち　短期継続期間 年

うち一般勤続期間 年

うち　特定役員等勤続期間

との重複勤続期間

との重複勤続期間

退職の区分等 うち短期継続期間 年

との重複勤続期間

うち　短期継続期間

年

年

うち一般勤続期間 年

との重複勤続期間

年

33 月 日 3399至 RR  88

SS6622 年 44 月 11 日

00 55

Ａ

　　このＡ欄には、全ての人が、記載してください。(あなたが、前に退職手当等の支払を受けたことがない場合には、下のＢ以下の各欄には記載する必要がありません。)  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                   

①　退職手当等の支払を受けること ③　この申告書の提出先から受ける退
　職手当等についての勤続期間

自

00 00 00 22 00 11

3311

  有・無

年令令和和  88 年 33 月 3311 日　 となった年月日

うち　特定役員等勤続期間

年分令令和和  ８８ 退職所得の受給に関する申告書　兼　退職所得申告書

退
職
手
当
の
支
払
者
の

所　在　地
（住　所）

あ
な
た
の

現　住　所

前橋市大手町一丁目1番1号 前橋市大手町一丁目1-2

氏　　　名 妙義　榛名
名　　　称
（氏 名） 群馬県教育委員会教育長 個 人 番 号

法   人   番   号
（個人番号）

 その年1月1日
現在の住所 　同上

77 00 00 00 00

記入例在職期間6年以上退職日を記入

記入しない

無に〇

年
未
満
切
上

－117－
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年 月 日

税務署長　殿 　／ 市町村長　殿

〒〒 33 77 11 －－ 88 55 77 00 〒〒 33 77 11 －－ 00 00 22 66

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
※提出を受けた退職手当の支払者が記載してください。

有 自 年 44 月 11 日

無 至 年 33 月 3311 日

＜一般・障害の区分＞ 有 自 年 月 日

② 　　一般・障害 無 至 年 月 日

有 自 年 月 日

＜生活扶助の有無＞ 無 至 年 月 日

有 自 年 月 日

無 至 年 月 日

あなたが本年中に他にも退職手当等の支払を受けたことがある場合には、このＢ欄に記載してください。

⑤ 自 年 月 日
自 年 月 日 至 年 月 日

有 自 年 月 日
至 年 月 日 無 至 年 月 日

有 自 年 月 日
年 無 至 年 月 日

有 自 年 月 日 有 自 年 月 日
無 至 年 月 日 無 至 年 月 日

有 自 年 月 日
年 無 至 年 月 日

有 自 年 月 日
有 自 年 月 日 無 至 年 月 日
無 至 年 月 日 有 自 年 月 日

無 至 年 月 日

自 年 月 日
至 年 月 日

自 年 月 日 有 自 年 月 日

至 年 月 日 無 至 年 月 日

有 自 年 月 日

無 至 年 月 日

⑩

 うち 自 年 月 日 年 有 自 年 月 日 年

至 年 月 日 無 至 年 月 日

自 年 月 日 年 有 自 年 月 日

至 年 月 日 無 至 年 月 日
年 ⑪

 うち 自 年 月 日 年 有 自 年 月 日

至 年 月 日 無 至 年 月 日

自 年 月 日 年 有 自 年 月 日

至 年 月 日 無 至 年 月 日

Ｂ又はＣの退職手当等がある場合には、このＥ欄にも記載してください。

03.12 改正

Ｅ
・　・

一般
障害

特定
・　　・ ・　・

一般
障害役員

(住所)・名称(氏名)と な っ た 年 月 日 （円） （円）

支 払 者 の 所 在 地
払 を 受 け る こ と 徴収税額

・　　・ ・　・
一般
障害

Ｃ

特別徴収税額

（円） 年 月 日 区分

区
分

Ｂ

一般 ・　　・

短期

支 払 を 退職

・　　・ ・　・
一般
障害

月 日

市町村民税 道府県民税 受 け た の
（円）

年
無 　　㋺と㋥の通算期間

有 ㋭　うち 年
特定役員等勤続期間 無 　　㋑と㋩の通算期間

退 職 手 当 等 の 支 収 入 金 額 源　　泉

月 日

自 年 月

うち　短期勤続期間
有 ㋬　うち

年 月 日

年

日
年

月 日
年

至

うち　短期勤続期間
有

㋥　うち　短期継続期間

有 ㋩　うち
　　特定役員等勤続期間特定役員等勤続期間 無

日
年

　は⑨の勤続期間だけからなる部分の
　期間

年 月 日至 年

Ｃ

至

③又は⑤の勤続期間のうち、⑧又
自 年 月

Ｄ

　Ａ又はＢの退職手当等についての勤続期間のうちに、前に支払を受けた退職手当等についての勤続期間の全部又は一部が通算されている場合には、その通算さ
れた勤続期間等について、このＤ欄に記載してください。

⑧　Ａの退職手当等についての勤続
　期間(③)に通算された前の退職手
　当等についての勤続期間

無

⑨　Ｂの退職手当等についての勤続
　期間(④)に通算された前の退職手
　当等についての勤続期間

自 年 月 日 自 年

至 年
　　⑦と⑩の通算期間

年

　勤続期間と重複している期間

㋑　うち　特定役員等勤続 年

　　期間との重複勤続期間

㋺　うち　短期継続期間と 年

うち　短期継続期間 年

うち一般勤続期間 年
との重複勤続期間

あなたが前年以前４年内(その年に確定拠出年金法に基づく老齢給付金として支給される一時金の支払を受ける場合には、19年内)に退職

　手当等の支払を受けたことがある場合には、このＣ欄に記載してください。

⑥　前年以前４年内（その年に確定拠出
　年金法に基づく老齢給付金として支給
　される一時金の支払を受ける場合に
　は、19年内)の退職手当等についての
　勤続期間

⑦　③又は⑤の勤続期間のうち、⑥の

　　の重複勤続期間

との重複勤続期間

うち　短期継続期間

年

Ｂ

④　本年中に支払を受けた他の退職
　手当職手当等についての勤続期間

③と④の通算勤続期間 年

うち　特定役員等勤続期間 年

Ａ

　　このＡ欄には、全ての人が、記載してください。(あなたが、前に退職手当等の支払を受けたことがない場合には、下のＢ以下の各欄には記載する必要がありません。)  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                   

  有・無

うち一般勤続期間 年

うち　特定役員等勤続期間

との重複勤続期間
うち短期継続期間 年
との重複勤続期間

うち　全重複継続期間
年

うち　短期継続期間

うち一般勤続期間 年

との重複勤続期間

退職の区分等 うち短期継続期間 年

　 となった年月日

うち　特定役員等勤続期間
RR  77 年

RR  88 11

RR  88 年 33 月 3311 日

①　退職手当等の支払を受けること

年

33 月 日 11至

③　この申告書の提出先から受ける退
　職手当等についての勤続期間

00 00 00 00 22 00

日

年令令和和  88

自 RR  77 年 44 月 11

3311

00 55

年分令令和和  ８８  退職所得の受給に関する申告書　兼　退職所得申告書

退
職
手
当
の
支
払
者
の

所　在　地
（住　所）

あ
な
た
の

現　住　所

前橋市大手町一丁目1番1号 前橋市大手町一丁目1-2

氏　　　名 妙義　榛名
名　　　称
（氏 名） 群馬県教育委員会教育長 個 人 番 号

法   人   番   号
（個人番号）

 その年1月1日
現在の住所 前橋市大手町一丁目1-3

77 11 00 00 00

記入例在職期間5年以下退職日を記入

記入しない

無に〇

年
未
満
切
上

有に〇

－118－
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福祉事業関係 

ⅠⅠ  福福祉祉事事業業  

 

 １１  任任意意継継続続組組合合員員のの参参加加ででききるる福福祉祉事事業業  

 （（１１））特特定定健健康康診診査査・・特特定定保保健健指指導導事事業業  

特定健康診査は、40～74 歳の任意継続組合員及び被扶養者を対象とし、生活習慣病のリス

クを増幅するメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した以下の項目について検

査します。 

  受診券及び案内通知は、７月頃に自宅に郵送されますので、各自、医療機関等で受診してく

ださい。  

    特定健康診査の結果、メタボリックシンドロームと判定された方には、特定保健指導の該当

として別途通知します。 

 

 

 

 

 

 

※※任任意意継継続続組組合合員員はは人人間間ドドッッククはは受受けけらられれまませせんんののででごご注注意意くくだだささいい。。  

 

（（２２））直直営営指指定定施施設設のの利利用用補補助助  

別表直営指定施設を利用するときは、補助を受けることができます。 

 

   ①①  対対象象者者、、補補助助額額等等  

指 定 施 設 区 分 対  象  者 補助額 指 定 期 間 

 

県外の公立学校 

共済組合直営施設 

 

宿泊補助 組合員・被扶養者 2,000 円 年  間 

注：１回１施設の利用補助は連続して２泊を限度とします。 

注：補助回数は、組合員・被扶養者の通算で年度内１２泊までとします。 

 

②②  利利用用方方法法  

    アア  施施設設へへのの申申しし込込みみ  

     利用者が直接指定施設へ予約申し込みをしてください。 

    イイ  補補助助券券のの交交付付  

（ア）利用の予約が整ったとき、「宿泊補助券（関係様式 P143）」を利利用用日日のの１１週週間間前前ままでで  

にに共済組合へ提出して「補助券」に証明を受けてください。 

（イ）証明を受けた「補助券」を利利用用日日当当日日にに施施設設へへ提提出出してください。 

 

 

身体検査（身長、体重、BMI、腹囲）、理学的検査（身体診察）、血圧測定、問診 

   脂質検査（中性脂肪、HDL コレステロール、LDL コレステロールまたは Non-HDL コレステロール）  

  肝機能検査（AST（GOT）、ALT（GPT）、γ－GTP） 

  血糖検査（空腹時血糖又は HbA1c 検査）、尿検査（尿糖、尿蛋白） 

福

祉

事

業 

基本的な健診項目 
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福祉事業関係 

ⅠⅠ  福福祉祉事事業業 

 １ 任意継続組合員の参加できる福祉事業 ････････････････････････････････････････１１９ 

 （１）特定健康診査・特定保健指導事業 

 （２）直営指定施設の利用補助 

 

 ２ 宿泊施設特別利用者証 ･･････････････････････････････････････････････････････１２０ 

  ＜別表 直営指定施設（公立学校共済組合）＞ ･･････････････････････････････････１２１ 

 

ⅡⅡ  貸貸付付事事業業（（共共済済組組合合・・教教職職員員互互助助会会）） 

 １ 貸付金の返済 ･･････････････････････････････････････････････････････････････１２３ 

 （１）共済組合の貸付け 

 （２）互助会の貸付け 

 

 ２ 団体信用生命保険・債務返済支援保険 ････････････････････････････････････････１２３ 

 

 ３ 住宅貸付け等に係る完了報告等 ･･････････････････････････････････････････････１２４ 

 

 ４ 高額医療貸付け、出産貸付け、特別貸付け ････････････････････････････････････１２４ 

 （１）貸付けの事由 

 （２）貸付けの限度額 

 （３）貸付金の利率 

 （４）貸付けの申込み 

 （５）貸付けの決定等 

 （６）返済等 

 

ⅢⅢ  福福祉祉保保険険制制度度（（フファァミミリリーー年年金金、、傷傷病病休休職職給給付付金金、、医医療療費費支支援援制制度度、、 

                                        元元気気づづくくりりササーービビススココーースス）） 

 １ 退職に伴う取扱いと手続 ････････････････････････････････････････････････････１２７ 

 

 ２ 未経過分保険料・サービス利用料の返戻 ･･････････････････････････････････････１２７ 

 

 ３ ファミリー年金の積立配当金の支払 ･･････････････････････････････････････････１２８ 

 

ⅣⅣ  経経済済生生活活支支援援事事業業（（アアイイリリススププラランン）） 

 １ 退職に伴う取扱いと手続 ････････････････････････････････････････････････････１２９ 

 （１）年金コース 

 （２）医療・日常事故コース 

  

 ２ 連絡・照会先 ･･････････････････････････････････････････････････････････････１２９ 

 


